
 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

南アルプス市地域密着型サービス事業者 

公  募  要  領 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月 

南アルプス市 

 



１ 公募の趣旨 

 南アルプス市では、在宅で生活する重度な要介護状態の高齢者等が安心して

自宅または地域で暮らせるよう、第７期高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事

業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備に取り組むこととしています。 

本公募は、質の高いサービスを市民に提供するため、指定予定事業者を募集し

選定を行うものです。 

 

２ 公募内容 

サービス種別 施設数 日常生活圏域 

看護小規模多機能型居宅介護 

（一体型・連携型のいずれでも可） 
１施設 市内全域 

 

３ 整備年度 

 令和５年度 

 

４ 応募要件 

 次に掲げる全ての項目に該当していること。 

 (1) 法人格を有している者であること。 

 (2) 応募事業者が自ら事業所を開設し、指定を受けるものであること。 

 (3) 令和５年度中に整備を完了すること。 

 (4) 介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号

の規定に該当しないこと。 

 (5) 法人運営・施設運営等に関して過去に重大な問題を起こしたことがない

こと。過去に山梨県または南アルプス市が行った指導監査において勧告又

は命令等を受けていないこと。 

 (6) 公募申込書の受付締切日において、民事再生法等による手続きをしてい

ないこと。 

 (7) 国税または地方税を滞納していないこと。 

 (8) 南アルプス市暴力団排除条例（平成２４年条例第２７号）第２条第１項

第１号に規定する暴力団、第２号に規定する暴力団員、または第３号に規

定する暴力団員等に該当しないこと。 

 (9) 当該事業の開設に当たって必要な、介護保険法、老人福祉法、都市計画

法、建築基準法、消防法その他の関連する法令及び本市条例の基準を満た

しているか、または満たす見込みがあること。 

また、当該事業開設に要する期間を十分に見込み、余裕をもって事業を

開始することが可能であること。 

 



 (10) 土地・建物について、賃貸借物件を使用して事業を実施する場合は、賃

貸借契約期間は１０年以上とし、契約期間満了時に双方意義ない場合には、

契約が自動更新される旨の記載がある契約書であること。また、国県の交

付金に基づく市の補助金を受ける場合は、３０年以上の契約であること。 

 (11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所は介護・医療連携推進会議の設置

が義務付けられており、その構成員は地域住民の代表者を含めることとさ

れている等から、地域との連携・交流が特に重要であるため、本公募資料

提出に際しては事前に地元説明を行い、その経過説明と同意書（関係資料

様式集参照）を作成し、説明会資料を添付して提出すること。 

 

   

 

 

 

 

 

  ※ 併せて、自治会に加入していない近隣住民についても配慮すること。 

  ※ また、地元住民への説明については、「今回の説明は、南アルプス市の

事業者公募に応募予定で、計画書を提出するにあたっての事前説明であ

り、現時点では施設整備が決定したものではない。」こと、「当該事業者と

して選定され事業を開始する場合は、地域住民との連携及び協力等の地

域交流を図らなければならない。」ことを、十分に説明し理解を得ること。 

  ※ なお、施設整備に対する反対意見や反対運動があった場合を想定して、

どのように対応するかについても、具体的な対応方策を示すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地元説明の範囲 

整備予定地の地域住民（近隣に居住している住民）のほか、所在する

自治会の代表者及び整備予定地と隣接する自治会の代表者 

※同意書 

  整備予定地と隣接する土地の所有者及び整備予定地が所在する自治

会の代表者 

 



５ 補助金 

 施設の整備にあたっては、国・県及び市の補助金交付要綱に定める交付基準を

満たした場合、補助金申請を行うことができます。 

 交付額は予算の範囲内であり、補助単価は今後変更されることがあります。 

 （介護基盤整備等事業費） 

施設区分 補助単価 単 位 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 33,600千円 施設数 

 （介護基盤開設準備等事業費） 

施設区分 補助単価 単 位 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 839千円 施設数 

 

 上記に係る補助金を受け、整備を行った事業者は、厚生労働省が定める財産処

分制限期間において事業を継続しなければなりません。市の補助内示前に整備

事業に着手した場合は、補助対象外となります。 

 

６ 応募書類の提出 

 (1) 提出書類 

№ 書類名 内容等 様式 

1 公募申請書 所定の様式 様式 1 

2 事業計画書 所定の様式 

※整備主体が土地所有者（オーナー） 

の場合は同意書を添付のこと 

様式 2 

様式2-1 

3 事業提案書 所定の様式 様式 3 

4 法人登記簿謄本 申請日前 3 ｶ月以内に発行されたもの  

5 定款 最新のもの・当該事業を実施する旨の記

載のあるもの 

 

6 開設スケジュール 土地、設計、工事など開設までのスケジ

ュール 

様式 4 

7 地域密着型サービス事業

計画概要書 

所定の様式 様式 5 

8 資金計画書 所定の様式（融資を受ける場合は融資見

込証明書を添付のこと） 

様式6-1 

様式6-2 

9 収支見込シミュレーション  所定の様式 様式 7 

10 代表者経歴書 所定の様式 様式 8 



11 管理者経歴書 実務経験証明書を添付 様式 9 

12 法人調書 所定の様式 様式 10 

13 法人事業実施状況 所定の様式（直近 3 年分を記入） 様式 11 

14 決算書等 直近 3 年間の決算書類等（貸借対照表、

損益計算書、損害保険証書等写し） 

 

15 納税証明書 国税、県税、市税の過去 3 年間の納税証

明書 

 

16 就業規則等 就業規則  

17 施設計画概要 施設予定地に関する位置図、配置図、平

面図、立面図等(用途・面積を明示) 

 

18 土地関係書類 ①土地登記簿謄本、公図（申請日前 3 カ

月以内に発行されたもの） 

②土地譲渡確約書（寄付、購入の場合） 

③賃貸借契約（確約）、地上権設定契約（確

約）書（借地、借家の場合） 

 

19 利用者からの苦情を処理

するために講ずる措置の

概要 

所定の様式 様式 12 

20 従業者の勤務体制及び勤

務形態一覧表 

所定の様式 様式 13 

21 説明状況報告書 開設予定地の地元自治会、近隣住民等へ

の説明状況、同意書、説明会資料 

様式 

14-1 

14-2 

14-3 

22 誓約書 所定の様式 様式 15 

※ 提出する書類の様式は、南アルプス市ホームページからダウンロードし

てください。 

(2) 応募受付期間 令和 4 年 9 月 28 日(水)～10 月 12 日(水) 

午前 9 時～午後 5 時 〈土・日・祝日を除く〉 

 (3) 提出部数 ・正１部 ・副 7部 

 (4) 提出方法  

・(5)の提出場所に事前電話予約の上、持参してください。 

・郵送・メールによる書類の提出は受付できません。 

・全体の目次をつけてください。 

・通しページをつけてください。 

・応募書類は原則 A4版縦左綴じとし、表紙、背表紙に事業名・事業者名を 

記載したフラットファイル等に綴じてください。図面等で A3となる場合 



は A4サイズに折りたたんでください。 

・各書類の間には仕切りとして白紙を挟み、これに書類№を記入したインデ 

ックスを見出しとして貼付してください。 

・所定書式の記載文字の大きさは 11ポイント、フォントは「MS明朝体」で

統一してください。定款（法務局）や就業規則（労働局）を除く他書類に

おいて、変更可能であれば、同じ大きさに揃えてください。また、印刷の

際は、拡大や縮小をせずに等倍（100％の倍率）で行ってください。 

《提出書類の綴じ方の参考例》 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 提出場所 

 

 

 

 (6) 応募に関する質問 

   質問については、公平を期すために電話、窓口での受付は行いません。質

問内容を質問書（様式 16）に記入の上、ファックスまたは Eメールにてご

提出ください。【質問期限 9月 7日（水）】 

   FAX 055-282-6189  E-mail：kaigo@city.minami-alps.lg.jp 

   ※ご提出時には、必ず到達確認の連絡をしてください。 

 (7) 応募辞退 応募受付後に辞退する場合は、公募申込辞退届（様式 17）を

提出してください。 

(8) 留意事項 ・応募要件を充足しない場合または応募期間を経過した場合

は理由の如何を問わず一切受理しません。（提出期限を過

ぎてからの差し替え及び再提出を含む） 

・応募受付期間内に応募資料がすべて整わない場合や、本市
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令和四年度 

南アルプス市地域密着型サービス事業 

応 募 書 類 一 式 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

応募事業者名（法人等名） 

法人等名 

 

№
１ 

№
２ 

№
３ 

南アルプス市役所 保健福祉部 介護福祉課 

事業所指導担当 

  （南アルプス市小笠原 376番地 新館１階） 

mailto:kaigo@city.minami-alps.lg.jp


から別に期間を定めて行う応募資料の補正や追加に応じ

られない場合は、応募を辞退したものとします。 

         ・提出された書類は、審査・選考後も返却いたしません。 

          ・応募に係る費用は、すべて応募者の負担とします。 

         ・提出書類は、個人情報や法人固有の情報が記載された不開

示部分を除き、公文書開示請求の対象となります。 

(9) 応募の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。 

   ① 応募書類に重大な不備や虚偽の記載がある場合 

   ② 不正な行為があった場合 

   ③ 本公募要領で指定した事項に従わない場合 

 

７ 選定方法 

南アルプス市地域密着型サービス運営委員会において審査・評価を行い、その

審査・評価結果から市長の決定により選定します。 

なお、審査の結果、選定事業者なしとする場合もあります。 

 (1) 審査方法  

  ① 書類審査 

  ② プレゼンテーション 

 (2) 審査項目 

  ① 運営理念、地域密着型サービスに対する考え方、認知症ケアの対応 

  ② 法人代表者等の姿勢、事業に対する識見、熱意 

  ③ 用地の立地条件、周辺環境、規模、形状、安全性 

  ④ 施設設計 

  ⑤ 利用者への対応、職員の採用の方針・計画、職員育成 

  ⑥ 資金計画、適正な収支見込、経営の安定性、事業実績 

  ⑦ 法人運営の公平性・透明性・法令等の遵守 

  ⑧ 事故防止対策、事故発生時の対応、非常災害時や緊急時の対処 

  ⑨ 苦情対策、地域・家族との連携 

 (3) 審査結果の通知 

審査・選定の結果は、応募した全ての事業者に文書で通知します。事業候

補者の選定状況に関しての照会等には応じられません。 

また、選定された事業者については、市のホームページで公表します。 

審査・選定の結果に対する異議には、一切応じられません。 

 

 

 



８ 公募のスケジュール  

(1) 公募要領発表     ８月１７日（水） ホームページ 

(2) 質問受付期間     ８月２４日（水）～ ９月 ７日（水） 

(3) 応募受付期間     ９月２８日（水）～１０月１２日（水） 

〈土・日・祝日を除く〉 午前 9時～午後 5時 

(4) 書類審査       １０月下旬 

(5) プレゼンテーション  １１月中旬 

(6) 選定結果発表     １２月中旬 


